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病院問題特別委員会最終報告 

 

本特別委員会は、平成 23年６月開催の第１回定例会において、中央病院の経営及び改

革について、議会として効率的かつ機動的に調査・審査するため、前任期に引き続き設置

されたものであります。 

平成 25年度においては、３月開催の第８回定例会において中間報告を申し上げて以降

今日まで、12回にわたり委員会を開催し、中央病院の経営及び改革に関する件について、

調査を行ってまいりました。 

この間、６月開催の第９回定例会におきまして、今村岳司議員、上田さち子議員、篠原

正寛議員、嶋田克興議員、田中正剛議員及び田中良平議員が委員を辞任され、新たに上向

井賢二議員、木村嘉三郎議員、杉山たかのり議員、澁谷祐介議員、長谷川久美子議員及び

花岡ゆたか議員を委員に迎えました。また、委員長には新たに花岡ゆたか議員を、副委員

長には杉山たかのり議員を互選しました。 

以下、平成 25年度における本委員会の活動内容につきまして、主なテーマごとに御報

告申し上げます。 

なお、詳細な開催状況については資料１のとおりです。 

 

１ 基本設計までに整理すべき課題について 

  ４月３日から５月16日までに開催した委員会では、中央病院を移転新築する場合の新

病院の基本設計に関する予算を審査するまでに確定しておくべき事項について、委員間

で各派の意見交換を行った後、病院当局に対し、質疑などを行ったほか、救急医療に関

する課題について、保健所にも出席を求め、質疑、意見交換などを行いました。 

  なお、これらによりまとめた各会派の意見等は資料２のとおりです。 

 

２ 公営企業法の全部適用について 

  ５月16日から５月31日までに開催した委員会では、公営企業法の全部適用が予定さ

れている中央病院に関する条例改正の議案審査を行うまでに確認しておくべき事項に

ついて、調査、研究、意見交換などを行いました。 
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３ 新病院基本計画について 

  ５月31日に開催した委員会では、１月に示された新病院基本計画の概要（中間報告）

のうちの収支シミュレーションについて、市当局から説明を聴取し、質疑、意見交換な

どを行いました。 

  ７月４日に開催した委員会では、新病院基本計画の概要（中間報告）からの見直し・

検討事項について、市当局から報告を受け、質疑、意見交換を行いました。 

  ９月13日に開催した委員会では、新病院基本計画（案）について、市当局から説明を

聴取し、質疑、意見交換などを行いました。この中で、市当局からは、アサヒビール西

宮工場跡地の購入に関する協議について中央病院を初めとする公共施設の整備を行う

ことを前提とした土地活用事業の枠組みなどについて関係者間で大筋の合意に達した

こと、新病院への移行のスケジュール等の変更などの報告がありました。 

 

４ 第４次西宮市総合計画・中間見直しにおける基本計画の改定について 

  ７月４日に開催した委員会では、第４次西宮市総合計画・中間見直しにおける基本計

画・各論の改定素案の中央病院部分について市当局から報告を受け、質疑、意見交換を

行いました。 

  11月５日に開催した委員会では、第４次西宮市総合計画・中間見直しにおける基本計

画の改定案の中央病院部分について市当局から報告を受け、質疑を行いました。 

 

５ 今後の病院問題特別委員会のあり方について 

９月13日に開催した委員会の最後において、本委員会のあり方等について委員から発

言があり、本委員会の存廃について、以後協議を行うことになりました。 

９月27日から11月22日に開催した委員会では、本委員会の運営の方針、協議すべき

事項、本特別委員会自体の存続の意義などが協議されましたが、各派の意見の一致を見

ず、本委員会自体の存廃についてに協議を集約し、このことについての各派の意見を正

副委員長が取りまとめ、正副委員長から議長に報告し、その後の存廃に関する協議の場

を議会運営委員会に移すことで意見の一致を見ました。 

その後、12月 10日に開催した議会運営委員会において、本委員会を廃止することが

決定され、それを受け12月12日の本委員会においても廃止することが了承されました。 
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６ 管外行政視察について 

11月 22日に市立伊丹病院への視察を行いました。病院事務局長、総務課長、医事課

長から市立伊丹病院の経営、運営、地方公営企業法の全部適用について説明を受け、質

疑を行いました。 

 

以上が本委員会の今日までの主な活動の概要であります。 

今後は、常任委員会において、中央病院を取り巻く諸課題について、さらに議論を深め

ていただくことをお願い申し上げ、最終報告といたします。 

 

以 上 


